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デジタルマーケティング支援業務委託 公募型企画提案 仕様書 

 

１ 業務名 

  デジタルマーケティング支援業務委託 

 

２ 目的 

インターネットや SNS の普及により、消費者の価値観は多様化・高度化している。加え

て、生活環境の変化に伴い、国内の Eコマース（電子商取引、以下「EC」という。）に

おける市場規模は拡大傾向にある。このような社会的情勢を踏まえて、近年の経済活動

における急速なデジタル化に対応するため、県内中小企業・小規模事業者への EC 活用

に係る講座を開催し、中小企業・小規模事業者のデジタルを活用したマーケティング力

の向上を図ることで、販路開拓・拡大につなげる。 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和７年２月２８日まで 

 

４ 委託上限金額 

  金 ４，９８０，０００ 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

５ 業務概要 

（１） 支援対象事業者の募集、選定業務 

（２） EC 講座の開催 

（３） 個別相談会の実施 

（４） その他、本業務の遂行に関連する業務 

 

６ 業務内容 

（１） 支援対象事業者の募集、選定業務 

支援対象事業者の募集に向けた、専用 Web ページの作成（様式例：ワードプレス）業務

（運営、更新含）および、チラシ作成（印刷・配布含）、SNS（配信含）等を活用し、県

内企業へ事業周知及び広報活動 

ア 専用 Web ページの開設・運営 

① 委託契約締結後、速やかに本事業の専用 Web ページを開設し、運営すること。

応募事業者を確保するため、余裕をもったスケジュールで運営し、日程が決ま

れば早期に周知し、専用 Web ページ上にも掲載すること。掲載内容については

公益財団法人奈良県地域産業振興センター（以下、「当センター」という。）と

協議の上決定すること。また、掲載情報を最新の状態に随時更新すること。 

② 本事業の概要を掲載し、エントリー機能を付けること。 

③ 専用 Web ページに掲載する素材の調達については、原則、受託者が対応するこ
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と。 

④ エントリーについては、応募者数を管理できる機能を付けること。 

⑤ エントリー情報等について、当センターと情報共有を図ること。 

⑥ 効果的な広報を行い、事業目標の達成に努めること。 

イ 支援対象事業者の募集 

① （１）ア①の専用 Web ページを活用し、開催時期が決定次第、速やかに支援対

象事業者の募集を開始し、事業周知に努めること。 

② その他効果的な広報を行い、事業目標の達成に努めること。 

③ 募集に係るチラシの作成（印刷・配布含）・及びウェブ（SNS 等）、新聞等の広

報物の作成、配布（配信含）及び掲示にあたっては、事前に当センターと協議

すること。 

④ エントリー情報をもとに、応募事業者に結果の送付を行うこと。結果について

は、事前に当センターの承認を得ること。当センターから指示があった場合は、

その指示に従うこと。 

⑤ 応募の希望にあたっては、応募事業者の希望に沿う結果となるよう、配慮する

こと。 

（２） 応募事業者のとりまとめ 

（３） 事業に関する問い合わせ、意見への対応 

（４） （５）ア②にかかる支援対象事業者の選定においては、十分な公平性を確保した上

で、支援するに相応しい成長性、将来性がある支援対象事業者を選定できる方法とする

こと。なお、選定方法については、本業務の開始後に、当センターと受託者が協議を行

い、当センターの承認を得た上で決定すること。 

（５） EC 活用スキルの向上に係る講座の開催 

ア 次に掲げる、①及び②のカテゴリーに分けて支援を実施し、カテゴリーごとに必要

な知見・能力・経験を有する者を講師として確保すること。 

① EC 活用により販路開拓・拡大を目指す県内企業（以下、「一般事業者」という。） 

② ①のうち、EC を既に活用しており、EC での売上向上に意欲的な県内企業（以

下、「トップランナー事業者」という。） 

イ 著しく変容する EC 市場の状況を踏まえた販売戦略、効果的な販売促進方法、EC 活

用体制づくり等に係る専門的な知識及びノウハウを学ぶことができる講座を開催

すること。 

ウ 講座の開催方法は、原則、対面形式とすること。ただし、当センターと協議の上、

オンライン形式で開催することができる。 

エ 講座の開催時期等については、当センターと協議の上、決定すること。 

オ 講座開催における会場や備品の手配及び運営は、受託者において行うこと。なお、

会場については、交通アクセスの利便性、駐車場、想定される参加者数、必要な設

備の有無等を考慮し、受託者において適切な会場（奈良市内に限る）を選定及び確

保すること。ただし、奈良県産業振興総合センターにあるイベントホール（使用料
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無料、使用日は事前予約制、ネット環境なし、駐車場狭小、その他要相談）の使用

を想定している場合は、その旨を記載すること。 

カ 各回講座終了後、応募者に感想及び意見等を聞くアンケートを実施し、集計結果を

報告すること。（その際、アンケートの内容については、事前に当センターの承認

を得ること。当センターから変更等の指示があった場合は、追加・修正等を行うこ

と。） 

① 一般事業者向け支援 

(ア)連続する講座を３回以上開催すること。 

(イ)一講座あたりの開催時間は２時間以上とすること。 

(ウ)支援対象事業者数は１０社以上とする。 

② トップランナー事業者向け支援 

(ア)連続する講座を３回以上開催すること。 

(イ)一講座あたりの開催時間は２時間以上とすること。 

(ウ)支援対象事業者数は５社以上とする。 

(エ)講師からの課題を通じて、支援対象事業者が主体的に学ぶことができる

内容とすること。 

（６） 個別相談会の実施 

ア 個社の EC 運営における課題に対応するため、実績のある講師との個別相談会を原

則１社１回程度実施し、個社のニーズに応じた支援を実施すること。 

イ 相談会の実施方法は、原則、オンライン形式とすること。 

ウ 相談会の詳細な実施時期等については当センターと協議の上、決定すること。 

（７） その他 

ア 講座等終了後も専用 Web ページは削除せず、委託期間が終了するまでは事業が終

了したことを表記し、インターネット上で公開しておくこと。 

イ 当センターが開催する会議（２回程度）や打ち合わせ等（２回程度）に参加を求め

られた場合は、参加すること。その際、議事録を作成し、提出すること。 

（８） その他、上記（１）～（７）に係る内容をより効果的に行うために理事長が必要と

認める業務 

 

７ 運営体制の整備及び責任者の配置  

（１） 本業務を円滑に実施できる人員体制を整備すること。  

（２） 本業務に係る責任者及び当センターとの連絡・調整のための担当者を配置すること。 

（３） 責任者及び担当者について、本業務に係る委託契約の締結の際、書面にて当センタ

ーに提出すること。 

 

８ 再委託の可否  

（１） 受託者は委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務

を効率的に行うため、あらかじめ当センターと協議の上、必要と認められたときは、主
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要な部分を除いて業務の一部を他者に再委託することができる。 

（２） （１）により再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方（相手方の名称、代表

者氏名、住所、連絡先）、再委託する業務の内容、再委託を行う理由、再委託の相手方

を選定した理由、再委託契約（予定）金額、その他必要と認められる事項について記載

した書面を当センターに提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変

更しようとするときも同様とする。 

（３） 再委託の範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は、

受託者の責任において解決すること。 

 

９ 業務完了報告書等の提出  

（１） 委託業務完了後、完了した日から起算して１４日を経過した日又は契約期間の終了

の日までのいずれかの早い日までに、「業務完了報告書」及び「収支報告書」を作成し、

当センターの検査を受けること。なお、業務完了報告書には、次の書面を添付すること。 

ア 実施体制、スケジュール 

イ 実施状況 

ウ 支援対象事業者の EC 活用状況に関する課題の分析・所感 

エ 支援対象事業者の感想 

オ 実施効果・評価 

カ オンライン形式で講座を開催した場合は「オンライン配信を収録した」CD 等 

キ その他、理事長が必要と認める内容 

（２） 当センターは、必要がある場合は、受託者に対して委託業務の処理状況について調

査し又は報告を求めることができる。 

 

10 守秘義務及び個人情報の取扱い  

（１） 本業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。業務終了後も同様

とする。 

（２） 本業務の実施のための個人情報の取扱いについては、（別紙１）【個人情報取扱特記

事項】を遵守しなければならない。 

（３） 再委託範囲に個人情報の取り扱いが含まれるときは、再委託先との間で個人情報に

関する適切な体制を確保しなければならない。 

 

11 委託料の支払 

委託料は受託者から提出された「業務完了報告書」を当センターが検査し、完了検査結

果報告書の発行を経た後、受託者の請求に基づき支払うものとする。 

 

12 暴力団排除に係る解除 

委託者は、受託者が別紙の（別紙２）【暴力団排除に係る解除について】のいずれかに

該当するときは､委託契約を解除することができる。 



5 
 

 

13 著作権等の取扱い  

（１） 著作権をはじめ、本業務の成果品における一切の権利は、当センターに帰属するも

のとする。  

（２） 成果品に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合は、受託者は、当該既存著作

物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続きを行う。  

（３） 第三者からの異議申し立て、紛争の提起については、全て受託者の責任と費用負担

で対応する。  

 

14 その他  

（１） 本業務の実施に当たっては、実施内容や実施時期、当センターと十分に協議の上進

めること。  

（２） 本業務に係る経理については、他の業務と明確に区分するとともに、契約や支払い

に関する書類を業務完了年度の翌年度から起算して、５年間保管すること。  

（３） 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、その都度、当センタ

ーと受託者との間で協議のうえ決定すること。 

 

以 上 
 



 

 
 

（別紙１） 

 

個人情報取扱特記事項 

 
（基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければなら

ない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

 

（収集の制限） 

第３ 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の

目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

（目的外利用・提供の禁止） 

第４ 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個

人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は委託者の承諾なしに第三者に提供してはな

らない。 

 

（漏えい、滅失及びき損の防止） 

第５ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の

防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（従事者の監督） 

第６ 受託者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図

られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 受託者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても

当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があ

ること、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第７ 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から引き渡された個人情報が

記録された資料等を委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第８ 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、

第三者にその取扱いを委託してはならない。 

 

  



 

 
 

（資料等の返還等） 

第９ 受託者は、この契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託

者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直

ちに、委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、

当該指示に従うものとする。 

 

（取扱状況についての指示等） 

第 10 委託者は、必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況について、受託者

に対して、必要な指示を行い、報告若しくは資料の提出を求め、又は調査をすることができ

る。この場合において、受託者は、拒んではならない。 

 

（事故発生時における報告） 

第 11 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知った

ときは、速やかに、委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

 

（損害賠償等） 

第 12 受託者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、委託

者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責め

に帰すべき事由により、委託者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 

２ 委託者は、受託者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契

約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

  



 

 
 

（別紙２） 

 

暴力団排除に係る解除について 
 

 委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは､この契約を解除することができる。 

 

（１）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団

体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並び

に支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

 

（２）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 

（３）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 

 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接

的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

 

（６）この契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」

という。）に当たって、その相手方が第１号から第５号のいずれかに該当することを知りな

がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

 

（７）この契約に係る下請契約等に当たって、第１号から第５号のいずれかに該当する者を

その相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）において、委託者が受託者に

対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

 

（８）この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわ

らず、遅滞なくその旨を委託者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 


